
京都地区協議会と阪神地区協議会との相互協力に関する申し合わせ 

 

（目的） 

  私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会と阪神地区協議会に加盟する図書館（以下、 

  「加盟館」と称する）の所蔵資料を、それぞれの加盟大学に所属する教職員・学生が簡便に 

  利用することを目的とする。 

 

（規程の遵守） 

  加盟館の利用にあたっては、利用受入図書館の閲覧規程等を守ることを条件とする。また、 

  加盟館は可能な範囲で学外者の利用についての規程・内規等を分かりやすく公開する。 

 

（利用手続き） 

 （1）紹介状は不要とし、所属する地区協議会の「所蔵調査および閲覧依頼書」を利用する。 

 （2）「所蔵調査および閲覧依頼書」の記入にあたっては、利用受入図書館が所属する協議会の 

    記入上の留意点を参照する。 

 （3）利用者は、身分を証明するものを必ず携帯する。 

 （4）利用手続きは、利用受入図書館の定めるところに従う。 

 

（改廃） 

 （1）運用に当たって問題点が生じた場合は、両協議会の相互利用幹事館間で協議し、改善を図る。 

 （2）この申し合わせの改廃は、京都地区協議会定期総会並びに阪神地区協議会定期総会の議を経て  

決定する。 

  

附則 

  １．この申し合わせは、2007 年 4月 1日より実施する。 

                                                  

 


